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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和４年度第１回武蔵村山市都市計画審議会 

開 催 日 時 令和４年７月２５日（月） 午後２時から午後２時３０分まで 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：柴田会長、石川委員、田中委員、水谷委員、細川委員、安藤委

員、須藤委員、石黒委員、前田委員 

欠席者：名取委員、居原委員、長堀委員、木村委員、内野和典委員、内野

直樹委員、 

事務局：都市整備部長、都市計画課長、都市計画課係長（計画係）、同課

主事（計画係） 

議 題 

議題１：会長の選任について 

議題２：立川都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について（東京

都決定） 

結 論 

議題１：武蔵村山市都市計画審議会条例第６条第２項の規定に基づき、会

長に柴田委員を選任した。 

議題２：諮問のとおり決定することを適当と認める。 

審 議 経 過 

(発言者) 

◎印＝会長 

○印＝委員 

●印＝事務局 

議題１：会長の選任について 

● 会長の選任について、武蔵村山市都市計画審議会条例第６条第２項の

規定により、「学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員

の選挙によってこれを定める。」とされている。選挙の方法について

は、これまでどおり指名推薦により選出したい。 

○ 異議なし。 

○ 会長に柴田委員を推薦する意見あり。 

○ 異議なし。 

● 柴田委員を会長に選出する。 

 

議題２：立川都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について（東京

都決定） 

【事務局説明】 

● 資料に基づき議題について説明。＜説明省略＞ 

【質疑・意見等】 

○ 特になし。 

 

◎ 委員全員の賛成により、議題２「立川都市計画住宅市街地の開発整備

の方針の変更について（東京都決定）」は、案のとおり了承し、答申内

容について事務局案のとおりとする。 

 

 

 

 

 

以上 
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会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者：  ２  人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 都市整備部 都市計画課（内線：２７２・２７４） 

 

 


